
２０２４年７月 

各  位 

東北生産性本部 

 

 

２０２４年度 生産性向上定例セミナー「第２回例会」の開催について（ご案内） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。当本部の活動に対しましては、

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、生産性向上定例セミナーを以下のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げま

す。 

ご出席を希望される場合は、８月１９日（月）までに電子メール又は FAX にてご連絡く

ださいますよう、お願いいたします。 

敬具 

          

■開催要領 

 日 時：２０２４年９月５日(木) １４時３０分～１６時３０分（質疑応答を含む） 

  

会 場：『東北電労会館』 仙台市青葉区立町２０－１  ℡022-261-3265 

  

講 師： 早稲田大学 法学部  教授 水町 勇一郎 氏  

 

テーマ：「働き方改革のいまとこれから」 (仮題) 

 

参加費：会 員 企 業・団体：１名につき  ４，５００円（消費税込み） 

     非会員企業・団体：１名につき    ６，０００円（消費税込み） 

 

■講師プロフィール 

  

1990年東京大学法学部卒。同大学法学部助教授を経て、1993年より東北大学法学

部助教授を 10年勤める。その間、パリ第 10大学客員教授、ニューヨーク大学客員

研究員として留学。2004年に東京大学に戻り、社会科学研究所助教授、2007年准教

授、2010年教授を歴任後、今年の 3月に東京大学を早期退職し、4月からは、これ

まで客員教授として兼任していた早稲田大学に務められている。 

日本ではできないと言われていた、正社員と非正社員の間の不合理な格差解消を

目指す「同一労働同一賃金」（働き方改革関連法）が 2018年 6月に制定され、2020

年 4月から施行された。教授の論文「同一労働同一賃金は幻想か？」が政府関係者

の目に留まり、一億総活躍や働き方改革の会議などに参加して様々な提言を行い、

働き方改革関連法の制定制定にも貢献された。 

単著：『パートタイム労働の法律政策』、『労働社会の変容と再生：フランス労働法

制の歴史と理論』、『集団の再生：アメリカ労働法制の歴史と理論』、『労働法入門 新

版』、『労働法 第 7版』など。 



 

 

２０２４年度 生産性向上セミナー第２回例会開催要項 

 

１．開催日時  ２０２４年９月５日(木) １４時３０分～１６時３０分（質疑応答含む） 

 

２．会  場  『東北電労会館』 

 仙台市青葉区立町２０－１  ℡022-261-3265 

 

３．参 加 費  会 員 企 業・団体：１名につき  ４，５００円（消費税込み） 

        非会員企業・団体：１名につき    ６，０００円（消費税込み） 

 

４．申込期限  ２０２４年８月１９日（月） 

 

５．申込み・問合せ先 

      東北生産性本部 

      〒980-0021 仙台市青葉区中央二丁目９－１０ 

            電話：022-261-0411 緊急時連絡先：080-8056-3810 

            FAX ：022-261-1474 

            E-mail:tpc3@t-productivity-ce.jp  

            担当者：橋浦、高津 

   

（ＦＡＸされる場合は、本書をそのままご使用ください） 

 

２０２４年  月  日 

 

東北生産性本部（２０２４年度 生産性向上定例セミナー 第２回例会）行 

  FAX 022-261-1474 

参 加 申 込 書 

 

会社・団体名                                       

所在地 〒                                        

電話                     FAX                     

担当者氏名                  所属・役職                  

E-mail          @                                                      

  

ご出席者 

所属・役職 氏  名 

  

  

後日、請求書を送付させていただきます。 

 


